
　町営住宅第二黒坂団地の入
居者を次のとおり募集します。
住宅の名称　町営住宅第二黒
坂団地
所在地　黒坂 1184 番地 8
規模・構造　木造平屋建
募集戸数　１戸
月額家賃　18,200 円～ 30,200
円 (所得に応じて変わります)
敷金　家賃の 3 か月分
入居予定日　11 月下旬
入居資格　次の①～⑥の条件
を満たす人
①町内に住所または勤務場所
を有する人、町内に住所また
は勤務場所を有することが確
実な人
②同居または同居しようとす
る親族がある人（60 歳以上の
人および心身に障害がある人
で同居親族がない人を含む）
③入居予定者全員の合計月額
所得が 20 万円以下の人（月額
所得については、公営住宅法
の計算により算出）
④住宅がなく困っている人
⑤町税を滞納していない人
⑥暴力団員でない人（同居親族
も含む）
申込方法　次の書類を役場産
業振興課へ提出してください。
①申込書（役場産業振興課にあ
ります）
②入居者全員の所得証明書ま
たは源泉徴収票
③入居者全員の住民票

申込期限　11 月 20 日（木）
問合せ　役場産業振興課
担当　山県（電話 72-2101）　

　麻しん（はしか）、風しんに
対する免疫を確実につけるた
め、平成 18 年 4 月から定期予
防接種が1回から2回に変更さ
れましたが、昨年10歳～ 20歳
代を中心に麻しんが大流行し
ました。
　このような状況の中、予防
接種をこれまで 1 回しか受け
ていない年齢層を対象に、今
年4月から5年間、定期予防接
種を行うことになりました。
　今年度の対象者は次のとお
りです。母子健康手帳を確認
のうえ、まだ接種していない
人は接種を受けましょう。
平成 20 年度の接種対象者　
【第 1 期】生後 12 か月～ 24か
月未満の人
【第 2 期】平成 14年 4月 2日
～平成 15 年 4 月 1 日生まれの
人
【第 3 期】平成 7年 4月 2日～
平成8年4月1日生まれの人　
【第 4 期】平成 2年 4月 2日～
平成 3 年 4 月 1 日生まれの人
接種料　対象年齢の接種は無
料です
その他　希望する医療機関に
事前に予約してください
問合せ　役場健康福祉課　担
当　小川（電話 72-0334）

　平成 18 年 6 月 1 日以降の新
築住宅には、住宅用火災警報
器の設置が義務付けられてい
ます。また、既存の住宅には
平成23年5月31日までに設置
する必要があります。
　住宅火災による死者は急増
しており、その７割は逃げ遅
れによるものです。平成 17 年
中では、火災警報器を設置し
た場合の死者数は3分の1にま
で減っており、設置義務化に
より住宅火災の犠牲者が激減
することが期待されます。
設置する場所　少なくとも寝
室と、2 階に寝室がある場合は
階段にも設置が必要です。
警報器の販売所　消火器など
を売っている店やホームセン
ター、電器店などで取り扱っ
ています。購入の目安として、
ＮＳマーク ( 日本消防技術検
定協会鑑定基準合格品 ) が付
いたものをお勧めします。
悪質な訪問販売に注意　消防
職員、消防団員を装っての販
売や不適切な価格、無理強い
などの悪質業者には十分注意
してください。
出張講習も行います　自治会
や事業所などで講習会を希望
する場合、消防署から講習に
出向きます。
問合せ　江府消防署　予防係
( 電話 77-2001）
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　鳥取地方法務局では、平日、
法務局に出かけられない皆さ
んのため、「法務局サンデー相
談所」を開き、無料で相談に応
じています。
日時　11 月 16 日 ( 日 )
　　　午前 10時～午後 4時
場所（米子会場）　鳥取地方法
務局米子支局（米子市旗ヶ崎）
相談員　法務局職員、公証人
相談内容　遺言、相続、登記、
人権擁護、架空請求、心配ごと
など何でも相談に応じます
その他　相談無料、秘密厳守
問合せ　鳥取地方法務局米子
支局　総務課（電話 0859-22-
6161）　

　仕事（ワーク）と生活（ライ
フ）の調和（バランス）実現の
ため、今何が必要か、職場・家
庭・地域がどうあるべきかを参
加者の皆さんと一緒に考える
シンポジウムを開きます。（入
場無料）
日時　11 月 20 日（木）午後 1
時 30 分～午後 4時 50 分
会場　とりぎん文化会館（鳥取
市尚徳町）小ホールほか
内容　①基調講演　講師：パ
ク・ジョアン・スックチャさん
（ワーク / ライフ・コンサルタ

ント）②パネルディスカッショ
ン③分科会
問合せ　県庁男女共同参画推
進課（電話 0857-26-7792）

　鳥取社会保険事務局では、
職員による、「ねんきん特別
便」についての年金相談所を開
きます。年金記録に漏れやま
ちがいがないか確認いただく
機会としてご利用ください。
　相談の際は、年金手帳また
は年金証書など、年金番号が
確認できる書類と「ねんきん特
別便」を持参してください。ま
た、代理人による相談の場合
は、委任状が必要です。
日時　11 月 28 日（金）
　　　午前 10 時～午後 3 時
会場　山村開発センター

問合せ　鳥取社会保険事務局
年金課（電話 0857-39-1174）

　鳥取県自衛隊協力団体では、
海上自衛隊舞鶴音楽隊による
ふれあいコンサートを開きま
す。
日時　11 月 30 日（日）
　　　午後 2時～
会場　米子コンベンションセ
ンター
出演　海上自衛隊舞鶴音楽隊
主催　鳥取県西部地区自衛隊
協力団体実行委員会
その他　入場無料ですが、事
前に整理券が必要です。整理
券については米子地域事務所
までお問合せください。
問合せ　自衛隊米子地域事務
所（電話 0859-33-2440）

求人情報 ～ハローワーク根雨から～

就業時間賃金 ( 円 )年齢職種所在地求人事業所名
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